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（納入者保管）

領

収

日

付

印

（金融機関又はゆうちょ銀行・郵便局保管） （市保管）

受 付 店 滋 賀 銀 行
守山支店 守 山 市

上 記 の と お り領 収し まし た。
※

口

（〒539-8794）
日 計

円

領

収

日

付

印

様 様 様納

上 記 の と お り 納 入 し ま す 。 取 り ま と め 店 領

収

日

付

印

ゆ う ち ょ 銀 行
大 阪 貯 金 事 務 セ ン タ ー

上 記 の と お り 通 知 し ま す 。

（取りまとめ店）
※印は金融機関において

使用する欄です。

氏 名 ま た は 名 称 氏 名 ま た は 名 称 氏 名 ま た は 名 称

住所または所在地 住所または所在地 住所または所在地

月 日

（ 特 別 徴 収 義 務 者 ） （ 特 別 徴 収 義 務 者 ） （ 特 別 徴 収 義 務 者 ）

令和 年月 日 納 期 限令和 年納 期 限 令和 年 月 日 納 期 限

合 計 額合 計 額合 計 額

督促手数料督促手数料督促手数料

延 滞 金延 滞 金延 滞 金

退職所得分退職所得分

納

入

金

額

納

入

金

額

納

入

金

額

（一括徴収分を含む） （一括徴収分を含む） （一括徴収分を含む）

退職所得分

十 万

給 与 分

百百 十 円 十 十 円十 万 千 百十 億 千 百百 十 円

給 与 分

千億 千

年 月 分

給 与 分

十 億 千 百 十 万 千

指　　定　　番　　号

分

指　　定　　番　　号

令和年 月月 分

指　　定　　番　　号

令和令和 年

加　　　　入　　　　者

01070-6-960257 守山市会計管理者 01070-6-960257 守山市会計管理者 01070-6-960257 守山市会計管理者

７７

口　座　番　号 加　　　　入　　　　者 口　座　番　号 加　　　　入　　　　者 口　座　番　号

２５２０２０７７７７ ２５２５２０

納入済通知
書

公

市区町村コード 市区町村コード 市区町村コード

滋 賀 県
守 山 市

個 人 市 民 税

個 人 県 民 税 個 人 県 民 税 個 人 県 民 税滋 賀 県
守 山 市

個 人 市 民 税

滋 賀 県
守 山 市

個 人 市 民 税

公 納 入 書 公領 収 証 書



市民税
県民税

□ □

□ □

納入申告書退職所得にかかる

（納入者保管） （金融機関又はゆうちょ銀行・郵便局保管） （市保管）

年 月

(受付印）
（あて先）守山市長

日提出 お　願　い
令和 年 月分 人員

令和

人

退職手当等 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

支 払 金 額

特
別
徴
収
税
額

市民税

（特別徴収義務者）

県民税

住所又は 〒
所 在 地

名　　称

勤続
年数

氏名又は

　地方税法第５０条の５及び第３２８条の５第２項の規定

により上記のとおり分離課税に係る所得割の納入につ

いて申告します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　左の納入申告書は、退職所
得に係る市民税・県民税の納
入申告書ですので、退職所
得の市民税・県民税について
のみ記入してください。
　納入書（表面）の記入に際し
ては、通常の給与分（一括徴
収分を含む。）と退職分の税
額をはっきり区分してそれぞ
れの該当欄に入力してくださ
い。
　「退職者の内訳」欄に記入を
お願いします。なお、「退職者
の内訳」欄に書き切れない場
合は、別紙に同じ事項を記入
したものを提出してください。
　また、退職等により納税義務
者に異動があったときは、速
やかに異動届出書を提出して
ください。

退 職 者 の 内 訳

カナ氏名
役員 役員以外

支 払 金 額 市民税額 県民税額

役員以外
勤続
年数カナ氏名

役員

支 払 金 額 市民税額 県民税額

納入場所

滋賀銀行
関西みらい銀行
レーク滋賀農業協同組合
滋賀中央信用金庫
滋賀県信用組合
京都信用金庫
滋賀県民信用組合
近畿労働金庫
京都銀行

近畿２府４県の各ゆうちょ銀行・
郵便局
（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県）
近畿圏外の郵便局でお納めの場合は

別途、申請書が必要です。

守山市役所


